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有料老人ホームにおける安否確認又は状況把握の実施について 

 日頃は、名古屋市の高齢福祉行政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうご

ざいます。 

 本年５月、兵庫県明石市の有料老人ホームにおいて、入居者に対する安否確認

又は状況把握（以下、「安否確認等」と言う。）が行われず、当該ホーム内におい

て入居者の死亡が長期にわたって確認されない状態が継続された事案が発生し

てしまいました。当該事案を受け、厚生労働省より安否確認等の徹底に関する通

知（令和元年 5 月 31 日付老高発 0531 第 3 号「有料老人ホームにおける安否確

認又は状況把握の実施に対する指導等の徹底について」）が出されました。 

 名古屋市内の有料老人ホームにおきましては、名古屋市有料老人ホーム設置

運営指導指針に基づき普段から入居者の安否確認等を適切に実施いただいてい

るところですが、居住部分への訪問による安否確認等を希望しない入居者に対

しても、電話による確認、居住部分内での入居者の動体を把握できる装置による

確認、食事サービス提供時における確認等のその他の適切な方法により、毎日１

回以上の安否確認等の実施をお願いいたします。 
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